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令和４年度第 1 回 小田原市子ども・子育て会議 会議録 

 

日 時     ：令和４年７月 21日（木） 14：00 から 16：00 まで 

場 所     ：生涯学習センターけやき 第２会議室 

出 席 者     ：石井 安奈委員、大矢 雅子委員、川向 由起子委員 

川本 桂子委員、中島 慶太委員、都築 顕道委員 

武藤 保之委員、吉田 眞理委員、佐々木 陽子委員、 

遠藤 貴文委員、山崎 美由樹委員 

山下子ども青少年部部長 

有泉子ども青少年支援課長、上田係長 

杉山保育課長、前島保育課施設整備担当課長 

濱野(智)青少年課長 

大井健康づくり課長 

濱野(光)教育総務課副課長 

小林教育指導課指導主事 

吉野子ども青少年部副部長、竹内子育て政策課副課長、相原主任、小林主事 

会議次第 

１. 部長挨拶 

 ２. 会長挨拶 

３. 自己紹介 

４. 子ども・子育て会議の目的や役割について 

 ５. 議  題 

（１）「小田原市子どもの生活実態調査」の結果報告について 

（２）「小田原市子どもの貧困対策推進計画」について 

（３）子どもの貧困対策推進に資する小田原市の事業等について 

６. そ の 他 

 

要旨は次のとおり。 
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事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議題 

（１）「小田原市子どもの生活実態調査」の結果報告について 

資料２に基づき、事務局より説明。 

【質疑応答】 

 

７ページにＣ群、Ｂ群、Ａ群の順に「生活の困難の度合いが高くなるという可能性

がある」と書いてあるのですけれども、調査結果の読み取りのところになると、生活

困難の度合いが高くなるほどこうなるとかというように表現して記載しているとこ

ろもあります。もうこれは、Ａ群は「生活困難の度合いが高い」と決めつけた書き方

になってしまっていて、ページによってはＡ郡でこういうふうな「傾向が見られる」

という表現を使って記載している箇所もあるのですけれども、途中ですり替えてしま

うと理解が違ってしまうので、やはり「Ａ群」と書くか、「生活困難の度合いが高い可

能性がある」人達とか、子どもとか、そういうふうに書いていかないと、調査結果を

読んでいる中にもう「Ａ群は生活困難が高いのだ」と誤解を与えかねないと思うので

すけれど、どうですか。 

 

お答えします。会長のご指摘のとおりだと思います。報告書を作成する段階でそこ

まで配慮が至っておりませんので、正にご指摘のとおりだと思います。 

 

Ａ群は必ずしも生活困難という訳ではなくて、生活困難が高い郡をＡ群として分け

たという形だということで、皆様も留意ください。 

私の方からもう１件、いいですか。そのＡ群、Ｂ群、Ｃ群に分ける時に使った何項

目かの指標がありますよね。そのＡ群、Ｂ群、Ｃ群に分ける判定要素となる設問に関

して、例えば食べるものとか学校の授業が分かりますかという設問の部分で、学校の

授業が分からないことが多いという子どもをＡ群としたのだけれども、Ａ群には学校

の授業が分からない子どもが多いということが分かったと解説するのはトートロジ

ーなのではないですか。元々、それで分けたのだから多いに決まっているといふうに

見ながら読んだのですけれども、その辺はどうなのでしょう。 

 

今、会長がおっしゃったとおりＡ～Ｃ群に分けるために用いた各設問項目に該当す

る人を、例えばＡ群に該当すると言っていれば、そのグループ分けをするために用い

た設問項目の調査結果を見に行けば当然そう答えている子がそこにいる訳ですから、
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当然そこは同じようにリンクはしてしまうのはご指摘のとおりです。 

 

そういうところは見るために、やはり保護者の方の回答とＡ群の回答の傾向と子ど

ものＡ群の回答の傾向を比べてみると何かいろいろ分かるなと思いながら拝見しま

した。 

何か項目の答えについて感想とか質問ではなくて、このようなことに気が付いたと

いうことでもいいのですけれど、膨大な量の調査なので読むのが大変だったと思うの

ですけれど、どうでしょう。 

何か、私ばかり発言して申し訳ございません。34ページのクロス集計を見ると、Ａ

群程得意な教科や活動がないという人が増加するということですよね。中学生で特に

Ａ群のお子さんが得意な教科・活動はないと答える子がぐんっと伸びていて、この辺

はやはり貧困と考えられるとか、いろいろ前のような指標になっている項目にそのよ

うに答えた人たちというのは、得意な教科や活動がないというふうに答えてしまうの

で、これは勉強でなくても何か得意なものがあれば少し学校も楽しくなるのだろうけ

れど、それがないというのが少し。ああ、そうなのだと。どれか１つでも得意なもの

を見つけられるようになったらなというふうには思いました。他のことが何もできな

くても苦手でも、１つでもこれが好きとか得意というものがあるといいというふうに

思いました。 

あともう１つ、141 ページなのですけれどもヤングケアラーの問題に関連している

と思うのですが、141 ページの中学２年生のＡ群の 4.1％というのはほぼ毎日２時間

以上というのが 4.1％ですよね。そうすると、兄弟姉妹の世話というのはどのように

答えたのか分からない。弟を連れて遊びに行くというのも書いたかもしれないけれ

ど、病気の家族や祖父母の世話となると、やはりケアに属する者なのかなと推測しま

した。子どもが病気の家族や祖父母の世話を時々するというのは、それは家族として

当然と思うのですけれども、中学２年生全体の回答では 0.8％だったのに対して、Ａ

群では 4.1％のお子さんがほぼ毎日２時間以上病気の家族や祖父母の世話をしている

と自分で感じているというところが、経済状態と関係してくるのかなとか考えます。

経済状態が少し貧困に傾いていると、親御さんの意識も子どもに向いていないなとい

うのが保護者の調査結果から見えるので、その辺でお子さんが負担をしていても保護

者があまり気にしないとか、気が付く余裕がないとかいうこともあるのかなというこ

とはあるので、その辺も支援が必要というふうに思いました。 
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川本委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

この調査を委員の皆さんも色々な点からご自身の興味がある部分をご覧いただく

と、気が付くところはあると思うのです。そのようなところが小田原市として、どう

やったら今自信がなかったり、家庭の状況で自分自身の生活が上手くいかなくなって

いるお子さんを少しでも楽しい、子どもらしい生活にしていけるのかなというところ

を議論できる機会ですので、是非この調査結果を読み取りながら考えていただけると

良いなというふうに思います。それも、今後のことでいいのですよね。今日ではなく

てまた読んでいただいて、それでこういう課題があるのではないかとか、こういう子

ども達がいるのが気になるとか。そのようなことをおっしゃっていただけたらいいな

というふうに思います。 

他にどなたかいかがですか。私はこういう調査をよく見るので、見ながら比べられる

となるのですけれど。見慣れないと、頭が痛くなってしまいますよね。でも、見てい

ると面白いですよ。何か、感想でもおありだったらいかがですか。 

川本委員、お願いします。 

 

感想というか、中学生も小学生の高学年ぐらいからもそうかなというふうに思うの

ですけれど、公園などといったところで遊ぶという習慣等もなくなってきているのか

なというところでは、居場所もすごく分散しているのかなと思うのですが。項目とし

ても公園で遊ぶとかというところの選択肢しか出なかったというところでは、やはり

ゲームなど。あまりそういう選択肢がなかったというのもお伝えしたいのと、やはり

子どもたちが日頃どのようなことをして過ごしているのか、コロナ禍の影響もあるの

でとても気になる点だなと思いました。 

 

ありがとうございます。佐々木委員どうですか。 

 

設問の中で勉強で授業が分からない時に誰に教えてもらうのかという質問があっ

たと思うのですけれども、学習塾の先生が学校の先生の次に多かったと思うのですけ

れども、こういうことって経済の格差がすごく出てしまうと思いました。そこに収入

面でお金がかけられる家庭は、例えば塾の夏期講習料とか全部受けていったら多分ト

ータル 10 万円くらいかかってしまうというふうに聞きます。それで、実際に保護者

の方に379ページで家庭教育の充実のために国や市など行政が取り組むべきことは何

だと思いますかという質問で、圧倒的に８割以上の方が子育ての経済的負担を軽減す
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武藤委員 

 

 

 

 

 

ることというふうに答えていたと思うのですけれども、例えばそういう学校面で遅れ

がある子に無料で勉強を教えてもらえる場所、公民館とか何か児童センターとか分か

らないのですけれども、そういったところが市内にあるのかとか。また、それをどう

いった方が担ってくれるのかとか、そういう部分がすごく親としては不安に感じまし

た。 

 

ありがとうございました。322 ページに「子どもが過ごすことが望ましいと思う場

所」の経済状態別に集計した結果があります。そのようなものも出ているので、少し

詳しく見てみると見えてくるのもあるのかなというふうに思います。経済状態によっ

て、お子さんが自分自身のゴールを決めてしまっているというのもここから見えてき

ています。だから、全ての子どもが夢を持てるようにするには、どのようなことをし

たら良いか考えるヒントになると思います。他にいかがですか。そうしましたら、ま

たの機会もありますし感想とかいろいろお聞きするようにしていきます。これはとて

も大事な資料ですので、また時々目を通しながらということでお願いいたします。 

そうしましたら、次の議題に入る前にここで換気を兼ねて５分程度の休憩を取りたい

と思います。 

 

（休憩） 

 

議題 

（２）「小田原市子どもの貧困対策推進計画」について 

（３）子どもの貧困対策推進に資する小田原市の事業等について 

資料 3-1、3-2、3-3、4-1、4-2 に基づき、事務局より説明。 

【質疑応答】 

 

ただいま、説明をされた中で私はどういうふうにするのか少し分からないのです

が、事務局は子どもの社会的な自立を促すみたいな話をしていましたよね。これは、

具体的にはどういうふうなことをするのですか。何が聞きたいのかというと、子ども

の社会的自立の前に親だと思うのです。親が社会的自立をしていないから貧困な家庭

になってしまっている訳です。そこを直さない限り子どもにこれをしたって意味がな

いと思います。 
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会長 

 

 

武藤委員 
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会長 

社会的自立という言葉を元にお話はされていますけれども、子どもに対して働きか

けるというよりも、親への働きかけが重要というご意見でよろしいですか。 

 

資料の３－１をご覧いただきたいのですけれども、基本的にはこちらにございます

ように「教育の支援」、「生活の安定に資するための支援」、「保護者に対する職業生活

の安定と向上に資するための就労の支援・経済的支援」ということで、武藤委員に言

われるように保護者に対する支援の方が第一というふうに考えております。ただ、今

少し子どもの自立という説明がどこで出たのかというのを、原稿を確認しているので

すが。基本的な考えとしては、資料３－１にございますように保護者の方の支援とい

うことで間違いございません。 

 

子どもの貧困というのは子ども自身が貧困なのではなくて子どもの育つ家庭が貧

困であるという意味なので、その家庭への支援というのを大きくとらえているという

ことで、その家庭への支援があることによって子どもの生活環境がよくなるようにと

いうような考え方だとは思うのですけれども。 

 

そうだと私も思います。 

 

武藤委員がおっしゃることと違いませんよね。親への支援を重要に考えているとい

うことでよろしいかと思うのですけれども。 

 

だから、貧困な家庭で勉強もできないような人を、子どもの社会的な自立のために

何かを支援しようというようなニュアンスの喋り方をしたのです。だから、そうでは

ないと私は思います。 

 

誤解を招くようなご説明だといたしましたら申し訳ございませんが、武藤委員のお

っしゃるように、子どもを育てる親への支援というのが先ほど部長が説明したとお

り、それが主流になってくるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

ただ、基本として家庭が貧困なのは親が駄目だからではなくて、社会構造の中でそ
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会長 

 

 

 

中島委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

のような立場にいざるを得ない保護者がいて、社会的な支援があれば自立できるだろ

うと考えていろいろな支援をしていこうというふうに考えてということです。なの

で、このいろいろな支援が出てくる訳です。それで、その視点というのが子どもにと

ってという視点なので教育とか妊娠・出産期への支援とか、そのような形で子どもを

視点にして貧困に対して支援していくということになると思います。 

他にいかがですか。 

 

 大綱の概要をご覧ください。資料３－１に基本的な方針として掲げられている３つ

の丸がありますが、その１つ目のところにキーワードとしては「社会的な自立」とあ

りますけれど、これは生まれる前から実際に自立する時期まで、切れ目なく連続して

支援しましょうということを言っているので、子どもはその状態で自立してください

という趣旨ではなく、切れ目なく自立するまで支援しましょうという趣旨でございま

す。この大綱の文字のとおりでございます。以上です。 

 

 子どもだった人が大人になるまでということですよね。 

 

 はい。 

 

 そういうことだそうです。他に何か、今のご説明の中とかで少しここが分からない

のだけれどもというところがあればお願いいたします。 

中島委員、お願いいたします。 

 

 初めての会の参加で分からないことが分からないような状態なのですけれども、今

子どもの貧困についてどのような政策をとっていくかという論点になっていくのだ

と思うのですけれども、小田原市の子どもの貧困という今の実態とか、それをどうい

う線で引いたらここからここは貧困と値するとかというところが私の中で見えてい

ないのですから、そこを簡単にご説明いただけると、この先へ自分の中で進めていけ

るのかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

 

 直接的に子どもの貧困に対して今すぐ良いお答えが出ないのですけれども、大人の

世帯としての貧困といいますか、生活の所得の状況に関する説明としては、先ほどの
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ピンク色のフラットファイルの資料の 198 ページが参考になるかと思います。これは

判定要素の説明の部分ですけれども、所得の状況について分類する時にこれは一般的

に使われる言葉のようですが、等価世帯収入というものがあります。細かい計算式が

書いてありますけれども、世帯の収入と世帯の人数を計算してその家庭としては必要

十分な収入があるのかどうかというのが１つ判定要素としては用いられているよう

です。あと、この調査で言えばそれと併せて家計のひっ迫という項目もありますので、

こういった項目に該当する項目が多い家庭は経済的に厳しい家庭なのだろうなとい

うところがあると思います。では何項目だったら「貧困」という線を引きましょうと

いうところについては特別に基準を設けている訳ではございませんので、相対的にこ

ういった項目から世帯の状況を見ていくというふうになると思います。 

 

 ありがとうございます。 

 今この等価世帯収入という計算方法を見ていった時に、このアンケート調査は小学

５年生と中学２年生に行っていると思うのですけれども、小田原市全体として低所得

基準が１人当たり 158 万円というふうに捉えることができるとしたら、こういう家庭

がどの程度あるのかというようなところが今現段階で把握できているところなので

しょうけれど。それはあまり気にしなくてこういうことは進めてということでしょう

か。 

 

 ご意見をありがとうございます。例えば国の貧困調査と言ったものがございますけ

れども、やはり国ですから国民全員を調査するということもできませんので、一定数

の調査母体というものを調査した結果、その中で貧困世帯に属する割合がどのくらい

あるのかというものを算出しまして、では日本全体ではどのぐらいの世帯が貧困なの

かというのを導き出しているところでございます。それで、今回ご質問にありました

小田原市でどのくらいあるのかというのは、申し訳ございませんが、市民全員の所得

とか世帯の状況を調査した訳ではないので、そこの人数や世帯数というのは把握して

いないというような状況になります。 

 

 今の説明にあったように、実態が明確に見えていない中で貧困対策に対する事業は

資料の４－２があるのですけれど、この具体的な一つひとつが本当に必要なのかどう

かというところが自分の中でどう判断したらいいのかというのが少し不明だったも
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中島委員 

 

 

 

 

のですので、質問させていただきました。ありがとうございました。 

 

 ただ、この調査で母数は一定の小学５年生や中学２年生、それから未就学児の親御

さんを対象とした訳なのですけれども、一定数の割合というのが出ているので、それ

が小田原市全体で同じくらいの割合がいるのではないかというような推測はできる

と考えております。 

 

 ただいまの事務局から説明のあったとおりなのですけれど、実際に何件あるのかと

いう大体の傾向という形で捉えていただければと思います。あと、もう１つ、本調査

では 198 ページの低所得、家計のひっ迫、子どもの体験の欠如の３項目のうち２つ以

上をいわゆるＡ群というふうに位置づけております。これは、子どもの貧困というの

は必ずしも家庭の経済的な貧困とイコールではないということを指しています。例え

ば、経済的には非常に余裕があるのですが、子どもの貧困というのは成長期に「与え

られるべきものが与えられない」というような定義で語られます。これは、家庭が十

分な収入があるのだけれども、親がネグレクトをして十分な食べ物を与えない、子ど

もの面倒を見ない、教育について無関心であるなどといったことも含まれるため、こ

ういった分け方をして家庭の貧困ではなくて、敢えて子どもの貧困というふうに言わ

せていただいています。ですから、具体的に何件かどうかというよりは、こういった

困った方達がどういったことを望んでいて、どういった支援を市としてどうしていく

べきなのか。そういった視点でご議論いただければと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 中島委員の疑問は、市でサービス提供する対象者がどこにいるのか誰なのかという

のが、特定できないとこういうサービスを作っても届かないのではないかというよう

なことですか。 

 

 そこのニーズの実態が見えないところに手だての方針は出せると思うのですけれ

ど、例えばこの手だてに対して 100 の力を注いでいく。こちらの手だては 30 の力を

注いでいくというような分配が、具体的な実態が分からないとかけようがないんじゃ

ないかなというふうに少し思っています。 
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会長 

 

 武藤委員、お願いします。 

 

 先ほどの子どもの社会的自立の話は、実は今言ったそこなのです。親がどうしても

就労できない、生活が出来ない人は確かにいます。でも、そういった方たちへの支援

がきちんとあれば、子どもも自然に自立してくる訳です。そこを聞きたかった。だか

ら、具体的に何をどうするのかと言った時に、はっきりとした数字が出ていない訳で

す。それで、何故出ないか。これは法律で決まってしまっているから。個人情報の問

題で出ないのではないかと考えます。例えば、貧困でもその子を自立させて社会的に

復帰させたくても、親権があるから行政がその子を面倒見ることができない。その辺

のところをしっかりとつかんでいかなければ、この貧困対策というのは解決しないの

です。きちんと支援することによって将来的に、自立できる子が育ってくるのだと思

います。それをきちんと支援しないために、永遠に貧困になってしまうのではないか

と考えます。 

 

 事務局から何かありますか。 

 

 このアンケートの中に何か近いものはないかなというところでご紹介します。 

子どもではなく世帯の話ですけれど、364 ページです。質問の 43、世帯全体のおお

よその年収はいくらですかというところで、所属の区分ごとにどのくらいの世帯があ

るかというのが示されています。目を引くのが、1000 万円以上というのが 14.4％と

多いのですけれども、中央値としては 500 万 600 万あたりが一番世帯としては多いと

いうことになります。それから、２枚めくっていただいて 368 ページ。先ほど少し言

葉を出しました、等価世帯収入、世帯の収入状況と世帯の人数の状況によって世帯の

状況を判定するものですが、その集計の結果が上の棒グラフですけれども、黒い部分

が大体平均中央値の２分の１未満。ですので、所得が少ない世帯が 8.6％。それから、

中央値の２分の１以上中央値未満が 36.4％。それで、一番多いのが中央値以上という

のが 50.6％で一番多いというのがここの調査結果がございますので、参考までにご紹

介させていただきました。以上です。 

 

 大体、これを見ると分布はわかります。それで、やはり子どもの貧困対策はピンポ

イントで貧困家庭に届けるようなものばかりではなくて、子ども食堂でもそうですけ
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佐々木委員 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

れども、少し緩やかな感じに。子ども食堂でしたら居場所とか食が十分ではない子ど

も達を対象に実施していると思います。家庭が貧困かどうかというのを調査して、貧

困家庭の子どもだけそこに集めてというようなものではないものが多いのかなとい

うふうには思うのですが。さっきおっしゃったみたいに、家庭の経済状況だけを視点

にするのではなくてというような支援も多く入ってくるというふうに思います。佐々

木委員、いかがですか。 

 

 中々、貧困とかお金の相談はしづらい部分がきっとあるところなのではないかなと

いうふうに思います。そうかと言って、お金がないから子どもに我慢させるのも少し

違うと思うのです。例えば、窓口に行けば多分一番いろいろな方とお話ができて相談

しやすいと思うのですけれども、お仕事されている方ももちろんいると思うのでもう

少しホームページなどのデジタルのツールを使って、例えば、子育てするのに小・中・

高校にそれぞれ入学した場合、小田原市では大体どのくらいの費用がかかるのか、子

育てする中で指標みたいなものが分かるようになれば心強いなと思いました。もちろ

ん、人によってそれぞれ異なりますし、指標を出すのは難しいことと思いますが。 

 

 そのお金を自分の家庭で用意できるのかなということですよね。 

 

 そうです。そこの部分が周りに相談しにくい部分もあるので、子育てをする上で基

本的な所だと思うのですけれども、窓口に行かなくても、ホームページ等で分かると

助かる人もいるのではないかと思います。 

 

 そういう情報はあるのですか。 

 

 一般的なものならばありますけれども、小田原市に特化したものはございません。 

 

 そうですよね。一般的なものは多分、見られますよね。ですが、この地でこういう

ふうに子育てするのだなというのが分かる、そういうサポートが受けられるというの

も分かると子育て世代もすごくありがたいのではないかなというふうに思います。 

窓口に言って話すのが一番いいと思うのですけれども、やはり時間がとれないとか

中々聞きづらいとか、そういう方ももちろんいるのではないかなというのを、考慮し
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た上で、そういった情報をどういうふうに出すかは難しいところだと思うのですけれ

ども、あればいいなというふうに思います。 

 

子どもの成長に沿って、その時々でいくらかかるかという参考になるようなものがあ

ると良いと。また、この部分の費用が自分の家庭では経済的に支払えない場合は、こ

ういう制度がありますというのが、同じく子どもの成長に沿って情報が分かると良い

ということですね。 

 

そうです。 

あと、もう１点、ずっと子どもを育てていて思うことがあるのですが。私は埼玉県出

身で、通信制高校の教員をずっとやっていました。発達障害とか不登校の子とか、そ

ういうところの学校で勤めていたのですけれども。埼玉県には「潤いファイル」とい

うファイルがありまして、これはライフステージに応じて切れ目のない支援と繋がっ

てくると思うのですけれど、各機関が相互に子どもの支援状況を把握して必要な連携

を図ってくれるというファイルなのですが、実は自分の子どもが少し発達に課題があ

ります。できたらそういうファイルがあることで、今すごく小学校に上がることに対

して不安を感じているので、子どもがどういうサポートを受けられるとか、中学校に

上がるのもそうなのですけれども、例えば各機関で連携して市の福祉課や児童発達支

援センターや学校など、そういったところで連携して取り組んでもらえたら、先生が

変わったとしても関係なく子どもの発達状況が分かるという、そういう取り組みを是

非してもらえたらと思っています。お願いします。 

  

 ありがとうございます。事務局何かありますか。 

 

 ファイルについてですけれども、障がい福祉の分野で自立支援協議会というものが

あるのですが、同様のファイルを作っているのですけれど、それはあまり活用されて

いないという実情があります。ですので、そのファイルを子どもの分野でも共用をし

ていくとか、保育園と幼稚園と小学校が連携して支援を充実させるというのは、支援

者側でもそうしたいなという思いはありますので、その辺が保護者も一緒に思ってい

るということなので、繋がれることは重要かなと考えます。 
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武藤委員 

 

 そうです。現状では、例えば支援の方が小学校に連絡して子どもの状況を一人一人

伝えているとおっしゃっていたので、そういうものがもっと簡潔というかデジタル化

されていくと、そういった部分の人の負担が減るのではないかなというのをずっと思

っていました。 

 

よろしいですか。 

やはり、今言われたような小学校に上がる時のギャップというのは全国的に課題と

して捉えられているところですけれど、小田原市でも就学前は当時の子育て政策課

で、小学校に上がると教育委員会の方で担当するというような形でおりました。それ

で、やはり保護者の方から小学校に上がる時にギャップが生じてしまうと、またお子

さんの状況などをしっかり説明しなければいけなくなるといった課題がありました。

そういった部分を繋げたいということで、令和２年度に「はーもにぃ」という「おだ

わら子ども若者教育支援センター」という施設を設置し、そこに教育指導課の教育相

談を担当していた部署と新たに子ども青少年支援課という課を設置し子ども相談の

部署を一緒にしまして、そこで切れ目のない支援というのがやっていけるような体制

は整えているところでございます。システムにつきましても、将来的には義務教育卒

業後の 39 歳ぐらいまで使えるような形にできていければというふうに思っておりま

すが、その辺は今後の課題と考えております。ただ、そういった課題感をもって既に

着手をしているということはご理解いただければと思います。 

 

ありがとうございます。 

今おっしゃったような、こういう支援があればいいなとか、そういうことは、子ど

も・子育て支援事業計画に載ってくると良いと思うのですけれども、資料の３－２を

ご覧いただいて今度貧困対策という視点にはなるのですけれども、第６章をこのよう

な章立てで加えるということについてご意見はいかがでしょうか。自分がイメージし

ているところが、どこに入るのだろうかとか、これで十分なのかとか。小田原市とし

て独自にこのようなものを加えたらいいとか、ご意見がおありでしたらお願いいたし

ます。皆さんのご意見でこの計画が作られていきます。武藤委員、お願いします。 

 

子育て支援に関連する事業が、170 以上の事業があるとのことで、広報紙等で周知

をしていることと思うが、どれだけ市民に情報が届いているのか疑問があります。ま
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た、費用対効果がどれほどのものか、実績がどのくらいあったのか、分かりやすい資

料があると良いと思います。 

 

 お答えします。費用対効果は金額とのダイレクト感はないものでございますけれど

も、毎年、昨年はコロナで中止しておりました。こちらの会議におきまして資料とし

て、その前の年に市がどういった事業をやってどうでしたという結果を資料としてお

出ししております。それも、今年も同様に資料をお作りして第２回の会議でお示しし

たいと思っております。なお、過去の会議で皆さんにお示しした、その市がどういう

取り組みをしてどうだったという資料につきましては、市のホームページにも毎年の

分を載せて市民の方に広く公開してご覧いただいているところです。以上です。 

 

 ありがとうございます。また、次回お示しいただくということで。よろしいですか。

他にこの第６章の１、２、３、４。この国の枠組みをそのまま載せてある訳ですけれ

ども、これで国の資料３－１を見るとこのような内容が入ってきますということです

けれども。いかがでしょうか。施策の体系の中では、基本目標の中に貧困対策なのだ

けれど、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の構築という

ことで載せるということで。これについてもご意見いただければと思います。 

 

 少し確認なのですけれど、施策の体系で基本目標の一番下に枠組みで入れますと。

それで、その次の基本施策というが７項目ありますけれども、基本目標一番下に案の

とおり目標が一つ追加させることによって、基本施策というのはもう少し分散してい

くものなのか、ここ７項目の中で対応していくものなのか。少し確認だけしたいと思

います。 

 

 お答えします。この表をよく見ますと、それぞれの基本的な視点が全ての基本目標

にかかり全ての基本目標が全ての施策にかかるという、そういう作りになっておりま

す。今回基本目標の一番下に、貧困に関する項目を設けましたのも、その貧困に対す

る市の基本目標がそれぞれの施策に趣旨が落とし込まれていくものということで、基

本目標のところに置いたものでございます。従いまして、基本施策にそれぞれ既に先

ほど資料の縦長の表で見ていただいた事業がぶら下がっているのですが、既に貧困対

策に関する事業がぶら下がっているものもございますし、これを機に新たな事業を、
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１から７のどこかは分かりませんけれども、新たに追加していくということも今回や

っていきたいというようなことも思っております。以上です。 

 

 ありがとうございます。委員の中から、例えば基本施策８にこのようなものを入れ

たらどうだろうというのが出た場合はプラスされますよね。どうですか。 

 

 まず事務的な話をすると今回中間見直しという部分で言いますと、中間見直しでや

っていただくべきことは保育の供給量のところとか、そういう数値的な部分を主に議

論いただきますので、その面で新たな基本施策を１つ追加するということは、今回中

間見直しではなく次の第３期計画策定のところで主にやっていただきます。ただし、

今回貧困対策に関する計画を中に織り込んでいきましょうという作業をやっていき

ますので、その点で基本施策に新たに貧困対策に関する項目を１つ立てようというの

はありかもしれません。 

 

 ありがとうございます。いかがですか。出ているものはもう決まったものではなく

て、今、皆さんの意見で動いていくものなのですね。ですから、質問で出たらその質

問に対して、ではこの質問をしたのはこういうものもあったらいいと思うというよう

なこともおっしゃっていただけると嬉しいと思うのです。国が出している重点施策を

このまま入れなくてはいけないということではないですよね。意味合いとか取り組み

として、これが入っていればいいということですよね。 

川向委員、お願いします。 

 

少し意味合いが違ってしまうかもしれないのですけれど、資料３－１の基本的な方

針の２つ目。支援が届いていない、又は届きにくい子ども・家庭への配慮となってい

るのですけれども、これは小田原市としてはどのようにお考えでしょうか。というの

が、私は主任児童委員なのですけれど民生委員・児童委員でもありますので、いろい

ろなご家庭のお話とか生徒さんのお話と、小中学校の方のお話も、会議に出させてい

ただいております。たまたま、ここにその子が２歳ぐらいからですか。もう中学生に

なるのですが、その子が生存しているかどうか。生命の危機があるのかどうかという

のを、ちょっと確認をしていただきたいというのを 10年以上前に。私は 15年くらい

やっていますので 10 年以上も前のことなのですけれども、その子のことを確認して
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ほしいと。ただ、市の方からご連絡があったのですけれども、その時の当時の主任児

童委員と一緒に２人で参りました。ただ、ご近所に聞く訳にはいかないのです。これ

は守秘義務がございますので。それで、夕方ですね。昼間だと分からないので、夕方

少しポツポツと明かりがつき始めた時間にお宅の方に伺いまして、電気がついている

かなとか１、２時間その辺を子どもが出てきたりしていないかというのを確認してい

たりしていたのですけれども、やはり就学の年齢になってもお家に行くのをお母さん

が嫌がるそうで。そうすると、その子自体がちょっとこう、何というのですか。ペッ

トを飼っていらっしゃるのだと思うのですけれど、やはり臭い云々で他の子ども達か

らどうしても疎まれてしまう点が出てきてしまうという状態になってしまっている

訳ですね。そうすると、たまたまそのお子さんのことは４歳ぐらいから話は聞いてお

りましたので。ただ積極的にこちらから、主任児童委員からはできないのです。民生

委員の方からは。それで、保護というのもできませんし。例えば、そういうふうにな

った時に届きにくい。届いていないというのは、絶対に小田原にもあると思うのです

ね。それで、先ほどの先生のお話ではないのですけれども、そんなに無理にではなく

ても親御さんがそういう支援を受け入れ態勢ではない。受け入れ態勢がないが故に、

お子さんも貧困になってしまう。だから、その貧困というのが先ほどからおっしゃっ

ていられる本当の食べる・食べないの貧困なのか、心の貧困なのかというのが、今回

の子どもの貧困対策というのにずっと考えているのですけれども、小田原市としては

どういうふうに、そういう子がご家庭とかに入っていく形。入り口を考えてらっしゃ

るでしょうか。 

 

 児童虐待の通告窓口も私どもという形になります。少し 10 年ぐらい前のお話とい

うことですけれども、子どもの生存確認ができませんというようなことに対しては、

今は小学生とそれ以下の年齢にある子どもを対象に、生存確認を必ず年に１回以上は

しないといけないというのがあって、どこにも未就学で所属していませんという子ど

も、コロナ禍の影響も踏まえて確認をしていかなくてはいけないというような動きも

現状においてあります。ただ、それで１回確認すればいいのかというお話もあります

ので、地域の方がそういう心配をされていたら私どもの方に連絡をいただいて、地域

に全部お願いするということではなくて、こちらで必要な確認をしていかないといけ

ないというふうにも思っております。ですので、役割分担をしながら一緒に対応する

場合もあれば、こちらが主になって対応していくというようなこともあると思ってお
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部長 

 

 

 

ります。 

 

 中学生なのですけれども、先生の方から学校の方にというふうにお話をしても、

中々保護者の方が気持ちを出していただけないというか、拒否の形。それから家庭訪

問であったら一切、そこは閉ざしてしまうという。そうすると、そういう場合には、

結局は市役所の方にというよりも、学校の先生の方に再度根気強くしていただくしか

ないと思うのですけれども、ここに基本的な方針で支援が届いていない届きにくい子

ども・家族にも配慮というのがもう載っているので、確実的にそういうご家庭に対す

る支援を小田原市も考えていらっしゃるのだろうというので。少し聞かせていただき

ました。 

 

 そうですね。基本的な方針にこれが入っているということはもちろん、今おっしゃ

ったような家庭があるというのを前提に、そういう家庭のことも見過ごさないで施策

の中でしっかりやっていきましょうということだと思います。だから、今一生懸命や

っているけれど不十分だったり、家庭が閉ざされていて上手くいかない部分もあるけ

れど、ではどうしたらいいのだろうというようなところも、この対策に入れながら

色々な方法を考えていくしかないですよね。ただ、そこのところをなかったことにし

なくて、しっかりと取り組んでいきましょうという方向性ということだと思うので

す。 

 

 そうですね。私も、基本的な生活が困窮なのか、収入的な困窮なのか、どちらを対

象にするのかなと考えていたところです。 

 

 先ほどご説明があったように収入的な困窮だけではなくて、収入的な困窮プラス子

どもへの無関心とかネグレクトとか、そういうのも加えて考えますということです。

方針としては。 

 

 追加で少しよろしいでしょうか。まず、10年前くらいですと、恐らくその頃は児童

相談所が一括で担当していたのではないかと思いです。今色々と家庭の事情、子ども

の周辺環境が変わってきまして、市の方でもそういったことを対応するようにという

ふうに法律が変わって対応しているところでございます。そして、こういった届きに
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎委員 

 

くい家庭は先ほど委員もおっしゃられていましたように、特に保護者の方がそういっ

た援助とか他の方の干渉をすごく嫌がるというようなケースもございます。そういっ

た場合、当然私ども市ではそういったところを把握しきれないと。そうすると、やは

りその児童委員、民生委員の皆様方ですとか学校の先生方、そういった方が、まず最

初に気が付くというケースが非常に多くなっております。従いまして市の方では子ど

も相談を担当している子ども青少年支援課へ、そういったことがあったらまず何か相

談してくださいと周知しています。それで、その上でどうやって対応していくのがい

いのかというようなのを市の方で考えていくようにいたしますので、何か今後そのよ

うなケースがございましたらば、とりあえず、はーもにぃ（子ども青少年支援課）の

方にご連絡いただければと思います。 

そして、今会長の方からもございましたけれども、子どもの貧困という言葉をわざ

わざ使うのは経済的な貧困だけではなくて、子どもが成長段階で普通に得られる経験

ですとか、得られるものがない場合にその成長に影響が出てくると。そういったこと

を含めて子どもの貧困というふうに呼んでおりますので、そういったことも含めて対

応してまいりたいと市の方では考えております。以上でございます。 

 

 よろしいでしょうか。この項目に関してはどうですか、６章の項目。私の方からい

いですか。何か、国の方で４つ出している訳ですけれども、２番の「生活の安定に資

するための支援」と、「保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支

援」というのは、両方とも経済的な支援というふうに同じことになってしまうので、

保護者の経済生活を安定させるための支援というのは１つにして、何かもう少し子ど

もの育ちに関することが入ったらいいのではないかなと思うのです。もちろん、小田

原市の調査を見ていても経済的に安定すれば子どもの状況もよくなるのだろうなと

いうのは推察できます。しかし、経済的な状況がよくなるまで待っているうちに子ど

もは育ってしまいますから、今の今、その子ども達の生活を直接支援するというとこ

ろが必要なのではないのかなと思いましたので、そのような子どもに対して教育の支

援だけでは不足かなと思います。あとはいかがでしょうか。 

山﨑委員、お願いします。 

 

 「教育の支援」のところなのですけれども、「地域に開かれた子どもの貧困対策プラ

ットフォームとしての学校指導」のところなのですけれども、これについては小田原
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会長 

 

教育指導課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市独自でこういうふうにやっていこうとか、そういうのを考えていく感じですか。「幼

児教育・保育の無償化」については、国が決めて全部無償化というふうになってきて

いたのですけれど、学校の少人数制指導をするとか、習熟度によってというのは、今

小田原市を見ていてもやっている学校とやっていない学校があるというのを感じる

のです。それを、小田原市としてはどこの学校においても導入していきますというよ

うに考えているのかどうか教えていただけたいなと思います。 

 

 お答えします。ご覧いただいていますこちらの大綱は、あくまでも国が策定してい

る大綱でございますので、国目線である程度整理されているものです。従いまして、

これらの全てを市町村が目指しているものと置き換えてしまいますと、それは少し違

うと思っていますので、教育の支援に関して小田原市としてやるべきこと、今やって

いること、これからやっていくことを掲げていきたいなというふうに思っています。

その案をまた皆さんにお示ししますので、その時にこういうことも取り組んでいった

らいいのではないかというのは、案に対してご意見をいただきたいというふうに思っ

ております。 

 

 そうしたら、どこの学校でも小田原市内の学校だったら平等になるということです

か。 

 

 小田原市の学校で学校差があると感じていらっしゃる訳ですよね。 

 

 今の部分なのですが、まず資料に記載のある「スクールソーシャルワーカー」「スク

ールカウンセラー」という部分は、県からの派遣となっていますので、小田原市独自

でやっているものではなく、県からの派遣という形でやっています。同じく、少人数

や習熟度別指導というところもなのですが、これも県からの加配という形でやってい

ますので、全校統一して同じような見解での授業という形は実際にはしておりませ

ん。なので、加配や各学校による校内研究であるとか、様々な指定等に合わせて学校

の教育を行っていますので、後に記載のある「補修等」も同じなのですが、全ての学

校で同じようにそういうもの行っているという訳ではありません。もちろん、その中

で今後市独自でそういう加配をしていくであるとかリストを付けていくなんていう

ところは考えられると思いますが、現時点では市独自というものはございません。 
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 今後は可能性としては期待していいということですか。 

 

 小田原市の学校でこういうことをしましょうとか、これはこういう方針でやりまし

ょうというのは全校統一してあって、私も教育委員なので学校訪問するのですけれ

ど、学校ではその方針を受けて各学校の方針を出していらっしゃる訳ですよね。ただ、

校長先生がそのためにはどうしたらいいかという方法論は、学校によって違うのかな

と思います。それについて、例えば施設に通っていらっしゃるお子さんがいらした学

校で、少しここはどうなのだろうと思った場合は、直接学校の方に、個人に適応でき

ていない場合もあるかもしれないので、おっしゃっていくというのがすごくいいので

はないかなと思うのです。あと、教育委員会でもそういう必要があれば話し合うよう

にはしますけれども、やはり校長先生の裁量で、その地域とかお子さん達に合った方

法をとっていらっしゃると思うのですけれども。中島委員、いかがですか。 

 

 本当に保護者の方の目線から各校で違うというのは、疑問に思われますよね。例え

ば、ここに書いてある少人数指導。県の方から代わりが１人来て。私の学校では３年

生と４年生の算数を中心に２人の教員で指導したり、クラスを半分に分けて指導した

りということをやっています。それが、本校では３、４年生ですけれども、他の学校

では５、６年生だったりなどというような違いはあると思います。でも、目に見えて

違うようなことはあってはいけないのかなというふうに思うのですね。今日いただい

たご意見は、校長会の中でも少し反映させて足並みが揃えていくように今後やってい

きたいと思います。是非、こういうところでは保護者の方があれっと思うような標記

にならないように、委員会と校長会の方とで足並み揃えてやっていきたと思います。 

 

 よかったですね、考えていただけるそうです。ありがとうございます。そろそろお

時間なのですけれども、これは言っておきたかったというようなことがおありでした

らお願いします。よろしいでしょうか。 

 

 教育支援の前の生まれてからというところの、本当に早期の部分の対策がすごく必

要ではないのかなというふうに思っています。まず生まれてからその後。小学校など

どこかに所属するまでの間の期間が、やはり貧困に対しての予防策というのが全くな
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いのではないかなというふうに思っています。私の団体は子育て支援センターをして

いるので、そこの対策をして予防していく取り組みをしていく部分なのですが。支援

センターを利用してくれる方などは、何か困りごとがあった時に、じゃあどこにいっ

たらいいよというアナウンスが私たちもできるのですが、まだまだ市民に向けてとい

うところでは、小田原市が弱いのではないかなというふうに思っているので、そうい

うものを考えても実際知っている人たち関係者の人は把握はしていても、では実際に

利用していたり困っている人のところに届かないというところがないような形で、計

画を立てていきたいというふうに思っています。 

 

 そうですね、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。今日、皆さんに発言

していただきたかったのですけれども、次回是非お願いいたします。保護者の方から

いらしてくださったので、本当にご自身の体験でも構わないので、次の時に今日聞い

て帰ってからそうだと思ったようなことを溜めておいてください。 

では、お時間になりました。本日、以上予定していた議事が全て終了いたしました。

活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。では、事務局にお戻しい

たします。 

 

 吉田会長、どうもありがとうございました。ただいま皆様から様々なご意見をいた

だきましたけれども、そういえばこのようなこともあるだろうかなど、何か思いつい

たというようなことがありましたら、本日は皆様に意見票のようなものはお渡しして

ございませんが、ご遠慮なく子育て政策課の方にお寄せいただければと思います。そ

れで、本日の会議の開催通知に事務担当ということで子育て政策課の電話番号、ファ

ックス番号、Ｅメールのアドレスなどを記載してございますので、それらで、ご意見

を賜ればと考えております。そういったご意見をいただきましたなら、次回に向けて

の計画作りに是非生かしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、次第の６その他に移ります。委員の皆様から何かこの場を利用して意見

交換をしたい案件や、情報提供などがございましたらお話していきたいと思います。

いかがでしょうか。 

（意見等なし） 
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 次回の会議についてですが、第２期小田原市子ども・子育て支援事業計画の中間評

価と、子どもの貧困対策推進計画の素案について、ご審議いただきたいと考えており

ます。第２回の会議については、10月に開催を予定しております。また、開催の時期

が近づきましたら通知で皆様へお知らせいたしますので、どうぞよろしくお願いいい

たします。 

それでは、以上を持ちまして令和４年度第１回小田原市子ども・子育て会議を閉会

とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

（閉会） 

 

 


